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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は株主のみなさまをはじめとした、顧客、地域社会、従業員などの多くのステークホルダーのみなさまのご期待・ご信頼に応えるため、当社
のDNAであるコアバリューを土台とし、当社を導く北極星となるパーパス、2030年に成し遂げたい務めとしてのミッションを重ねた構成のデンカのビ
ジョン（未来像）のもと、収益力や業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方、社会の信頼と共感を得られる企業であり続けようとする姿勢を徹
底することで、企業価値の向上に努めております。

　コーポレートガバナンスはそのためのベースと考え、ステークホルダーのみなさまに対する責任を果たすとともに、経営の透明性と健全性を確保
するため、ガバナンスの強化に努めてまいりました。

　具体的には、意思決定を迅速化するため、執行役員制度を導入し、業務執行のための権限と役位を執行役員に委譲することで、執行役員の業
務執行と取締役によるその監視・監督機能とを明確に分離させております。加えて、役位（専務・常務など）を持つ取締役を原則として廃止すること
によって、全取締役が対等な立場で業務執行を監視・監督する体制を確立し、ガバナンスの強化を図っております。

　また、社外取締役の体制については、十分な独立性を持ち、かつそれぞれの領域において高い見識を有する人財を選任しており、外部の視点
で経営のチェックを行なうと共に、定期的に経営トップとの意見交換の場を設定するなど取締役会以外においても十分な交流を図ることで、適切な
アドバイスをいただけるよう努めております。

　そして、企業統治のための機関設計としては、監査等委員である取締役が、取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能
を一層強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。

　さらに、指名・報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意見や助言を受けることで、透明性と
客観性のある経営判断につなげるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の過半数かつ委員長とする、指名・報酬等諮問委員会を
設置しております。

　これらにより、「攻め」と「守り」を兼ね備えた経営体制の強化を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

○ 政策保有株式に関する方針

　　当社は、資本効率の向上をふまえ、政策保有株式を原則保有いたしません。但し、当該株式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った

　業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有いたします。

○ 政策保有株式に関する取締役会での検証

　　当社は、上記方針に則り、取締役会にて、当該株式の発行体の財務状況や当社との取引高とその経済合理性、当社の資本コストとの比較

　等様々な観点から、当該株式の総合的な検証を実施し、その保有目的について有価証券報告書に記載しており、毎年継続して検証を行って

　おります。

　　今年度は資本効率の観点も含めて当該株式の保有目的の検証を行い、縮減を推進した結果、2026年3月末の政策保有株式の銘柄数は

　前年末と比べ、12銘柄減の33銘柄となり、連結純資産に占める割合は前年度末と比べ、0.09ポイント減の6.33％となりました。

○ 政策保有株式に対する議決権行使基準

　　当社は、政策保有株式に関する議決権の行使については、原則的には発行会社の経営方針や戦略を尊重した上で、その株式を管理する

　各担当部門が発行会社の経営状況等を勘案し、最終的には株主価値の向上に資するものかどうかの観点から個別に議案を精査して賛否の

　判断を行います。

　　特に以下の場合には、必要に応じて発行会社との対話を行い、議案に賛成するかどうか、慎重に判断いたします。

　　　（１）著しい業績の悪化が一定期間継続している場合

　　　（２）重大な不祥事が発生した場合

　　　（３）その他株主価値を毀損するおそれがある議案の場合

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　　 当社は、取締役会規定において、取締役の競業取引および会社との取引について、取締役会の事前承認事項と規定しており、また、その

　 結果の報告を義務付けております。継続的な取引を行う場合には、毎年１回、取締役会にて、競業取引および会社との取引につき前年度の

　 実績報告および当年度の事前承認を行っております。

　　 また、関連当事者間の取引については、一般の取引条件と同様に決定しており、法令等に従って計算書類の注記表および有価証券報告

　 書にて開示しております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方】

　　　当社は、経営計画「Mission 2030」において、「人財価値創造」を成長戦略の１つとして掲げ、社員一人ひとりが自己実現と成長を実感できる

　　企業を目指し、人財投資と制度改革を実現します。



　　　 具体的には、「人財育成体制の強化」「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進」「健康経営と働き方改革」を方針として、将来の

　　経営層育成と全社一貫の教育体制の構築および自ら学ぶ文化の育成、多様な考え方を持った人間が活躍できる職場環境・制度・文化の

　　醸成、「明日も来たくなる職場」のための制度改革を推進しております。

　　　「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進」に関して、2030年までに女性／外国籍／経験者採用者の管理職比率を50％にする

　　ことを目標としております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　　 当社は、確定給付企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の運用に当たっては、規約に基づいた運用を行っております。

　　 具体的には運用に関する基本方針のもと、必要な運用目標を達成するために資産構成割合を定めるとともに、最適な運用受託機関を決定

　 しております。

　　 運用受託機関に対しては、企業年金の運用にかかる担当部署が、運用実績および利益相反や議決権行使に関する適切なモニタリングを

　 実施してまいります。

【原則３－１　情報開示の充実】

　（i） 会社の目指すところ（経営理念など）や経営戦略、経営計画

　　 当社は、2022年11月に新たなビジョンと2023～2030年度までの8ヵ年を対象とする経営計画「Mission 2030」を策定しました。

　　１．ビジョン

　　　今後当社の中核となっていく若手社員の忌憚のない意見に、経営陣の想いを加えて、新たなビジョンを創りました。

　　　デンカのDNAであるコアバリューを土台とし、デンカを導く北極星となるパーパス、2030年に成し遂げたい務めとしてのミッションを重ねた

　　構成とすることで、全従員が自分ごと化できる新しいデンカのビジョン（未来像）としました。

　　

　　２．経営計画「Mission 2030」フェーズ2（2026～2028年度）

　　　ビジョンに掲げるミッション「2030年までに、人財・経営価値を高め、スペシャリティ・メガトレンド・サステナビリティの３要素を備えた事業価値

　　創造に集中する」の実現に向け、経営計画「Mission 2030」を推進しております。

　　　2023～2025年度のフェーズ１では、不採算事業の整理や事業構造改革と合わせ、成長分野での先行投資の実施により、短期間での成長と

　　長期的な成長基盤強化の両立を目指しましたが、電材需要の低迷やEV市場の変調に伴う先行投資の回収遅れなど、急激な事業環境の変化

　　に十分な対応ができず、収益力が低下する結果となりました。

　　　これを受け、2026～2028年度のフェーズ2は「稼ぐ力の再構築と新たな成長ステージへの基盤固め」に注力する期間と位置づけ、確度の高い

　　計画として営業利益の過去最高益更新とROE8％を設定しました。また、フェーズ3以降では再構築した稼ぐ力を基盤に、「異なる成長トレンドを

　　持つICT＆EnergyとHealthcareのベストミックス」を確立させ、企業価値の持続的な向上を実現してまいります。

　　　「Mission 2030」の進捗状況、フェーズ２の取り組みなど詳細は当社ウェブサイトの「Mission 2030（2023～2030年度 経営計画）」をご覧くださ

　　 い。

　　　https://www.denka.co.jp/vision/

　

　（ii） 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　本報告書の１－１「基本的な考え方」をご参照ください。

　（iii） 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　１．取締役

　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬については、株主総会において決議した総額の範囲内で、各取締役の役割・責任

　　　と成果に応じた報酬としており、客観性や透明性を高めるため、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で

　　　決定し、社内規定として定めております。

　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬の体系は月額固定の基本報酬のほか、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ

　　　として機能するよう、事業年度毎の全社・個人業績向上に対する意識を高めることを目的とする金銭による業績連動報酬および中長期

　　　的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする株式報酬にて構成しております。ただし、社外取締役および

　　　非業務執行取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみとなります。

　　　　業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人業績連動報酬にて構成しております。ただし、会長、社長は全社業績連動報酬のみとなり

　　　ますが、代表権のない会長（非業務執行取締役）には支給しません。

　　　　全社業績連動報酬は、各期の連結営業利益に連動して支給額を決定しておりますが、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額

　　　の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、支給しないか、支給額を減額することとしてお

　　　ります。

　　　　個人業績連動報酬は、取締役会で決定した社内規定に従い、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等につき、委任を受けた社長

　　　が評価の上、決定します。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、個人別評価に連動した報酬額を社内規定にて

　　　あらかじめ定めるとともに、その内容の報告を受けることとしております。

　　　　また、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであり、株主総会において決議した総額の範囲内で決定しております。

　　２．執行役員

　　　　執行役員報酬についても、各執行役員の役割・責任と成果に応じた報酬としており、客観性や透明性を高めるため、指名・報酬等諮問

　　　委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で決定し、社内規定として定めております。

　　　　執行役員報酬の体系は月額固定の基本報酬のほか、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、事業年度毎の

　　　全社・個人業績向上に対する意識を高めることを目的とする金銭による業績連動報酬および中長期的な業績の向上と企業価値の増大に

　　　貢献する意識を高めることを目的とする株式報酬にて構成しております。

　　　　業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人業績連動報酬にて構成しております。ただし、社長は全社業績連動報酬のみとなります。

　　　　全社業績連動報酬は、各期の連結営業利益に連動して支給額を決定しておりますが、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額

　　　の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、支給しないか、支給額を減額することとしてお

　　　ります。

　　　　個人業績連動報酬は、取締役会で決定した社内規定に従い、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等につき、委任を受けた社長

　　　が評価の上、決定します。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、個人別評価に連動した報酬額を社内規定にて

　　　あらかじめ定めるとともに、その内容の報告を受けることとしております。

　（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　　取締役候補の指名を行うにあたっては、各分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の企業価値向上への貢献が期待できると

　　　判断する者を選定しており、会長および社長が原案を策定し、指名・報酬等諮問委員会の答申・提言を受けた上で、取締役会にて審議・



　　　決定しております。

　　　　執行役員の選任にあたっては、執行役員規定に基づく選任基準（１．豊富な業務経験を有し、会社の業務に精通していること、２．経営感覚

　　　に優れていること、３．指導力、統率力、行動力および企画力に優れていること、４．執行役員にふさわしい人格、見識を有すること、５．心身

　　　ともに健康であること）に、また、執行役員の解任にあたっては、同規定に基づく解任基準（１．会社の信用と名誉を傷つける行為のあったと

　　　き、２．会社の営業上の秘密および技術上の秘密を他に漏らしたとき、３．故意または重大な過失によって、会社に損害を与えたとき、４．合

　　　理的な理由なく、社長の指示に従わないとき、５．業務上の成績が著しく不振であるとき、６．その他前１～５に準ずる不都合な行為のあった

　　　とき）にそれぞれ従い、会長および社長が原案を策定し、指名・報酬等諮問委員会の答申・提言を受けた上で、取締役会にて審議・決定して

　　　おります。

【補充原則３－1－３　サステナビリティについての取組み】

　　　当社は、サステナビリティに関する取組みを計画発表資料や統合報告書等で開示しております。

　　　また、人財や知的財産への投資等に加え、ＴＣＦＤの枠組みに基づいた気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益等

　　に与える影響については、統合報告書や当社ウェブサイトのＥＳＧ情報サイトで情報を開示しております。

　　　なお、当社はサステナビリティに関する基本方針として「デンカグループESG基本方針」を定めており、その内容は別添１のとおりです。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

　　 当社は、取締役会の役割を経営への意思決定機能及び監督機能と明確に位置づけ、業務執行については、重要な業務執行に該当する

　　ものを除き、各業務執行役員へ委任しております。取締役会規定において、会社経営の基本方針その他業務執行に関する重要事項など、

　　取締役会に付議すべき事項を明確に定め、取締役会は、業務執行に対する監視・監督を行っております。

　　　また、取締役会は、業務執行機能を担う各執行役員の職務分担・職務権限を決議し、その範囲内において執行役員に業務執行を委任

　 すると共に、取締役会にてその執行状況を報告させる体制を取っております。さらに、経営における最重要課題の審議および討議を目的に、

　 取締役 （監査等委員である取締役を含む）および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員

　　等も参加し討議を行うことで、経営の重要事項に関する討議の効率化と意思決定の迅速化を図っております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　　　当社は、経営環境の一層のグローバル化や情報化などの進展を踏まえ、取締役会における独立社外取締役の比率について、少なくとも

　　３分の１以上選任することが必要であると考えております。この方針のもと、現在の社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）は

　　取締役９名のうち４名（44.4％）となっております。

　　　尚、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

　　　当社の取締役会は、独立社外取締役について、独立役員として当社の企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を

　 置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性

　 基準等を踏まえ、以下の通り定めております。

　

　　○ 社外取締役の独立性基準

　　　　当社の社外取締役の独立性基準は以下の(１)から(５)までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。

　　　　(１)当社の主要取引先である、主要販売先(*1)、主要仕入先(*2)、主要借入先(*3)の業務執行者(*4)

　　　　(２)直近１年間の会計年度において、当社から役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　　　会計士、弁護士等

　　　　(３)上記(２)の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対する当社からの支払額が当該

　　　　　団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者

　　　　(４)過去１年以内の期間において上記(１)から(３)までに該当していた者

　　　　(５)次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族

　　　　　１．上記(１)から(４)までに該当する者

　　　　　２．現在または過去１年以内の期間において当社または当社の子会社の業務執行者であった者

　　　　　　*1 主要販売先：直近１年間の会計年度において、当社に対する当該販売先からの支払額が当社の売上高の２％以上を占める販売先

　　　　　　*2 主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対する当社からの支払額が当該仕入先の売上高の２％以上を占め

　　　　　　　　　　　　　　　　る仕入先

　　　　　　*3 主要借入先：直近の会計年度末において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先

　　　　　　*4 業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等

【補充原則４－10－１　指名委員会・報酬委員会】

　　　当社は任意の指名委員会・報酬委員会として、指名・報酬等諮問委員会を設置しており、この構成と独立性に関する考え方、権限、

　　役割等は、本報告書のⅡ．１．【任意の委員会】補足説明をご参照ください。

【補充原則４－11－１　取締役会の多様性及び規模に関する考え方】

　　　当社の取締役会は、現在社内取締役が５名（うち監査等委員である取締役１名）、社外取締役が４名（うち監査等委員である取締役３名）の

　　９名体制で構成されておりますが、当社としては、経営の透明性と健全性を考慮すれば、取締役は15名以内（監査等委員である取締役６名

　　を含む）とすることが適切であると考えております。社内取締役は、当社の各事業部門や間接部門における十分な専門知識と実務経験を

　　有している者から、社外取締役は、当社の企業価値向上に必要な高度な専門性と豊富なビジネス経験や他社での経営経験に基づく幅広い

　　見識を持った者から選任することにより、取締役会全体として、多様な知識・経験・能力を持った人財をバランス良く選任し、適切な規模と

　　ジェンダーや国際性、職歴等、多様性を持つ構成とすることが重要であると考えております。

　　　これらをふまえた当社の取締役会のスキル・マトリックスは別添２のとおりです。

　　　今後も、取締役候補者に関しては、知識・経験・能力のバランスおよび多様性に十分配慮すると共に、当社の企業価値向上への貢献が

　　期待できるか否かを基準に選定し、定時株主総会に上程してまいります。

【補充原則４－11－２　取締役の他の上場会社の役員兼任状況】

　　当社取締役の他の上場会社の役員との兼任状況については、株主総会参考書類および事業報告に毎年記載しております。

【補充原則４－11－３　取締役会における実効性の分析・評価】

　　（１）評価の方法

　　 　　当社では、昨年に引き続き、取締役会の実効性につきまして、取締役会の規模、構成、運営、その他２１項目にわたる質問事項からなる　

　　　「自己評価質問票」に、各取締役が回答し、その結果をもとに取締役会において協議する方法にて、取締役会の実効性に関する分析・　



　　　評価を行いました。

　　（２）評価結果の概要と今後の取組み

　　　　 取締役会の開催頻度や時間、その構成（知識・経験・能力のバランス、独立社外取締役の比率および多様性）は適正であり、取締役会

　　　として業務執行の監視・監督を適切に実施していることを確認いたしました。

　　　　 昨年の課題であった、長期事業戦略や大型投資案件等、経営課題に対するモニタリングやフォローの強化については、重要テーマが

　　　経営課題懇談会や取締役会において早い段階から報告され、議論が深まったことに加え、一部の大型投資案件では適切なモニタリングが

　　　実施されているとの評価がありました。一方で、決議後の事業環境の変化をふまえた課題への対応策および事業戦略等の修正については、

　　　取締役会としてさらにフォローアップを強化する必要があるとの認識を共有いたしました。

　　　　 また、経営課題懇談会の更なる活用と取締役会の弾力的な運営については、状況変化に応じた臨時取締役会の機動的な開催等により、

　　　重要案件へのタイムリーな対応や迅速な意思決定が図られたことを確認いたしました。一方、人財戦略や組織風土、新事業戦略等の

　　　中長期的な課題については、今後、より計画的に討議の機会を設ける必要があるとの意見がありました。

　　　　 そして、指名・報酬等諮問委員会の運営強化および議論の拡充については、CHROの関与や開催頻度の増加等により、運営体制の強化

　　　が図られ、議論の内容が充実してきているとの評価がありました。他方で、後継者計画や経営人財の育成、長期事業戦略をふまえた

　　　取締役会のスキルセット等については、議論をさらに深化させるため、テーマを整理したうえで、計画的にアジェンダを設定する等、運営面

　　　での更なる工夫が求められることを確認いたしました。

　　　　 これらの建設的な意見をふまえ、取締役会として実効性の向上に引き続き努めることで、中・長期的な企業価値の向上を図り、株主を

　　　はじめとした多くのステークホルダーのご期待・ご信頼に応えてまいります。

【補充原則４－14－２　取締役に対するトレーニングの方針】

　　　当社は、特に新任の社外取締役に対し、当社に関する知識の習得を目的に、当社の事業所・工場などの見学や当社事業についての

　　勉強会などを実施しております。また、社外を含むすべての新任の取締役に対して、求められる役割と責務への理解を深めることを目的に、

　 必要な法的知識などを学ぶための外部講習会への参加等を奨励し、その機会の提供・斡旋と費用の支援を行うと共に、就任後も必要に

　　応じて継続的にこれらの知識を更新するためのトレーニングについて、同様に対応してまいる方針です。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　　　株主・投資家との建設的な対話を促進するため、当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した経営計画を策定し、

様々な機会を設けて、説明に努めることにより、株主・投資家の理解を得られるよう努めております。

　（ i ）株主・投資家との対話はコーポレートコミュニケーション部・経営企画部・総務部が窓口となり、各担当執行役員の統括のもと、活動を行

　　　っております。また、株主・投資家の要望や対話の主題等をふまえた上で、合理的な範囲で社外取締役を含む取締役、執行役員が対話に

　　　臨むことを基本とします。

　（ii ) 適宜・適切な情報開示をするため、関連部署が情報共有するなど、積極的な連携をとっております。

　（iii) 株主・投資家が当社の事業構造や経営計画、業績に対する理解を深める取組みを行っており、証券アナリストや機関投資家に対しては

　　　決算説明会を開催するほか、適宜工場見学会や事業説明会を実施しております。また、個人投資家に対しては毎年会社説明会を開催して

　　　おります。

　（iv ）株主・投資家との対話の中で寄せられた意見・懸念事項については、適宜担当執行役員に対し報告すると共に、必要に応じて取締役会

　　　に報告しております。

　（ v ）インサイダー情報の管理に関する施策といたしましては、内部情報管理および内部者取引（インサイダー取引）防止規定を策定し、

　　　　これに基づいた適切な情報管理を実施しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月19日

該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】

　経営計画「Mission 2030」では、資本コストを意識した経営を一層推進して、企業価値を高めるため、資本収益性指標であるROEとROIC（投下資

本利益率）をKPIとしました。2030年度にはROE15%以上、ROIC10%以上に高めることを目標としています。ROICを事業評価に活用することでポート
フォリオ変革を推し進め、収益性と資本効率を高めるととともに、格付を意識した財務規律のもと、財務レバレッジも活用して最適資本構成を追求
し、ROE改善を進めてまいります。

　詳細は統合報告書「デンカレポート2025」の「CFOメッセージ」の項をご覧ください。

　https://www.denka.co.jp/ir/report/

【株主との対話の推進と開示】【英文開示有り】

　株主との対話の状況は、統合報告書「デンカレポート2025」の「ステークホルダーとの対話」の項をご覧ください。

　https://www.denka.co.jp/ir/report/

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15,757,500 18.27

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 11,085,400 12.85

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者　株式会社日本カスト
ディ銀行

3,215,800 3.73

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１ 2,674,035 3.10

大樹生命保険株式会社 2,381,600 2.76

野村信託銀行株式会社（投信口） 2,178,000 2.52

株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 1,962,400 2.27

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３ 1,585,907 1.84

デンカ従業員持株会 1,582,897 1.83

ＪＰモルガン証券株式会社 1,267,371 1.47

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（注）１．当社は、自己株式 2,287,826株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　　　２．2025年12月５日（報告義務発生日：2025年11月28日）に、株式会社みずほ銀行から、２社を共同保有者とする

　　　　　大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在の実質所有状況を

　　　　　確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

　　　３．2026年３月19日（報告義務発生日：2026年３月13日）に、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、２社を共同保有者とする

　　　　　大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在の実質所有状況を

　　　　　確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

　　　４．2026年４月３日（報告義務発生日：2026年３月30日）に、野村證券株式会社から、３社を共同保有者とする

　　　　　大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在の実質所有状況を

　　　　　確認することができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中田　るみ子 他の会社の出身者

木下　俊男 公認会計士

山本　明夫 他の会社の出身者 △

的場　美友紀 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中田　るみ子 　 ○ 該当事項はありません。　

　同氏は、長年一貫して人事部門を担当し、人
事制度の変革やダイバーシティ＆インクルー
ジョンの推進などの人財戦略に関する経営経
験が豊富であります。加えて、経済産業省や厚
生労働省が主催する人的資本等に関する研究
会の委員を務めるなど、人的資本経営につい
て深い造詣を有しております。これらの高い見
識をもとに、当社の経営への提言および監督を
行っていただくため、社外取締役として選任し、
独立役員として指定しております。

　なお、同氏は上記a～kのいずれにも該当して
いないこと、その他一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断したことから、独立役員
としての独立性に問題はないと考えておりま
す。

木下　俊男 ○ ○ 該当事項はありません。　

　同氏は、長年の日本および米国の公認会計
士としての経験および豊富な会計知識を有して
おり、国際会計知識に精通していることから、こ
の知識を当社の経営の監督・監査に活かして
いただくため、監査等委員である社外取締役と
して選任し、独立役員として指定しております。

　なお、同氏は上記a～kのいずれにも該当して
いないこと、その他一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断したことから、独立役員
としての独立性に問題はないと考えておりま
す。

山本　明夫 ○ ○

　2014年6月まで当社の主要な取引先で
ある三井物産プラスチック株式会社の業
務執行者（代表取締役社長）として勤務し
ておりました。

　当社は同社と製品の販売の取引があり
ますが、取引金額は当社売上高全体の6.
7％であります。

　同氏は、三井物産株式会社執行役員・三井
物産プラスチック株式会社代表取締役社長を
務めるなど、長年企業経営に携わり経営者とし
て国内と海外において豊富な経験と幅広い見
識を有しており、グローバル企業での事業責任
者を務めるなど、国際経験も豊富であることか
ら、これらの豊富で幅広い見識と知見、経験を
当社の経営の監督・監査に活かしていただくた
め、監査等委員である社外取締役として選任
し、独立役員として指定しております。

　なお、同氏は上記eに該当しておりますが、当
該会社の業務執行者でなくなってから10年以
上が経過していること、当社の同社に対する売
上高は当社売上高全体の6.7％であるものの、
実質的な同社との取引は、当社が同社の有す
る商社機能としてのサービスを口銭支払という
形で受けているものであり、その金額は僅少
（同社の売上高の2％未満）であること、および
当社の「社外取締役の独立性基準」を満たして
いることから、当該会社と同氏との間には特別
の利害関係は特になく、当該会社から当社の
取締役会等における意思決定に対して特段の
影響を及ぼすことなく、その他一般株主と利益
相反の生じるおそれがないと判断したことか
ら、独立役員としての独立性に問題はないと考
えております。

的場　美友紀 ○ ○ 該当事項はありません。

　同氏は、長年の弁護士としての経験および豊
富な法律知識を有しており、この知識を当社の
経営の監督・監査に活かしていただくとともに、
多様性に基づく観点から助言をいただくため、
監査等委員である取締役として選任し、独立役
員として指定しております。

　なお、同氏は上記a～kのいずれにも該当して
いないこと、その他一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断したことから、独立役員
としての独立性に問題はないと考えておりま
す。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ、専任のスタッフ１名以上を配置する
こととしており、この報告書提出日現在においては、３名を配置しています。

　監査等委員会室は、監査等委員会の事務局となり監査等委員会から直接指揮命令を受けます。

　監査等委員会室に所属する従業員の人事考課およびその他の人事に関する事項の決定については、監査等委員会と事前協議のうえ、実施い
たします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査の内容について定期的に会計監査人から説明・報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人と情報交換や意見交
換を行い、監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。

　監査等委員会は、内部統制部の業務執行について監査を実施するほか、必要に応じて内部統制部と情報交換や意見交換を行い、監査機能の
実効性と効率性の向上に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

6 0 2 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

6 0 2 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役・執行役員の指名（後継者計画を含む）や報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意
見や助言を受けることで、透明性と客観性のある経営判断につなげるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の過半数かつ委員長と
する、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。

　2025年度は、社外取締役も含めた後継者計画や役員体制などについて取締役会より諮問を受け、CHROも出席したうえで、回を重ねて継続的に
議論をおこない、その結果を答申・提言いたしました。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員（社外取締役4名）をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）へのインセンティブを付与するものとして、業績連動報酬制度があります。

　詳細は本報告書Ⅱ．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告にて、取締役の報酬額を開示しております。

【取締役の報酬等の額（2026年3月期）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　訳　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人員　　報酬等の額　　　基本報酬（現金）　　　　　業績連動報酬（現金）　　　株式報酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人員　　　総額　　　　　　　人員　　　　総額　　　　　人員　　　総額

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）　　　　7名　 274百万円　　　7名 　　184百万円　　　　　 4名　　 63百万円　　　 6名　　26百万円

　（うち社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1名）　（13百万円）　　（1名）　（13百万円）　　　 （ -　）　　　（ -　）　　　　（ -　）　　（ -　）

　

　取締役（監査等委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　4名　　　 78百万円　　　 4名　　　78百万円　　　　　-　　　　　　- 　　　　　　　-　　　　　-

　（うち社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3名）　 （39百万円）　　（3名）　（39百万円）　　　 （ -　）　　　（ -　） 　　　（ -　）　　（ -　）

　

　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11名　　352百万円　　11名　 352百万円　 　　　　 4名　　 63百万円　　　 6名　　26百万円

　（うち社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4名）　（52百万円）　　（4名）　（52百万円）　　　　（ -　）　　　（ -　）　　　　（ -　）　　（ -　）

（注）1　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の金銭報酬限度額は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、

　　　　年額4億9,000万円以内（うち社外取締役分4,000万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

　　　　当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（うち社外取締役2名）です。

（注）2　監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、年額1億6,600万円以内

　　　　と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名です。

（注）3　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の株式報酬は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、

　　　　株式報酬制度に拠出する金額を、年額4,000万円以内、取締役に付与するポイント総数を年間110,000ポイント以内と決議いただいて



　　　　おります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の員数は5名です。

（注）4　当事業年度末現在の取締役は9名ですが、上表には2025年6月20日開催の第166回定時株主総会終結の時をもって退任した

　　　　取締役2名が含まれるため現在の取締役の員数と相違しております。

（注）5　株式報酬の総額は、当社株式の交付をおこなう株式報酬制度（当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、　　　　　　

　　　　当該信託を通じて取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に当社株式および当社株式の換価処分相当額の

　　　　金銭の交付および給付をおこなう株式報酬制度）に係る、当事業年度中の費用計上額であります。

（注）6　業績連動報酬のうち、全社業績連動報酬については各期の連結営業利益に連動して支給額を決定しておりますが、

　　　　連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、

　　　　支給しないか、支給額を減額することとしております。連結営業利益を指標として採用している理由は、当社の経営計画における

　　　　主要目標数値であるためであります。

　　　　　当事業年度の個人業績連動報酬については社内規定に従い、委任を受けた代表取締役社長石田郁雄が個人別に評価のうえ

　　　　決定しています。委任の理由は、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等を判断するには、会社業務の執行全般を総括する

　　　　代表取締役社長が適任であると判断したためであります。また、取締役会はその内容の報告を受けており、決定方針に沿うもの

　　　　であることを確認しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を

受けた上で、取締役会にて次の通り決定しております。

　また、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであり、株主総会において決議した総額の範囲内で決定しております。

　１． 基本方針

　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬は、各取締役の役割・責任と成果に応じたものとし、客観性や

　透明性を高めるため、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で決定し、社内規定として定める。

　　取締役報酬の体系は月額固定の基本報酬のほか、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、事業年度毎の全社・

　個人業績向上に対する意識を高めることを目的とする金銭による業績連動報酬および中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する

　意識を高めることを目的とする株式報酬にて構成する。ただし、社外取締役および非業務執行取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみと

　する。

　２． 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針

　　１）金銭による基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針

　　　基本報酬は各取締役の役割と責任に応じて、従業員給与の水準等も考慮して決定し、毎月固定額を支給する。

　　２）金銭による業績連動報酬の業績指標の内容、額又はその算定方法の決定に関する方針

　　　業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人業績連動報酬にて構成する。ただし、会長、社長は全社業績連動報酬のみとするが、代表権

　　のない会長（非業務取締役）には支給しない。

　　　全社業績連動報酬は、当社の経営計画における主要目標数値である連結営業利益に連動して総支給額を決定し、各取締役の役割と責任に

　　応じて配分の上、決算確定後速やかに支給する。ただし、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額の特別損失が発生した場合、または

　　重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、支給しないか、支給額を減額する。

　　　個人業績連動報酬は、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等に対する個人別評価に連動して、あらかじめ当社が定める社内規定に

　　従い決算確定後速やかに支給する。

　　３）株式報酬の内容、額又はその算定方法の決定に関する方針

　　　株式報酬は、信託の仕組みを利用した制度とし、取締役に対して、当社が定める株式交付規定に従い役位に応じて毎月付与されるポイント

　　数に基づき、退任時に信託を通じて当社株式を交付する。

　　　当社株式を取締役に交付するのに必要な資金として信託に拠出する金額は１年につき40百万円を上限とする。

　　４）報酬総額における基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合の決定に関する方針

　　　取締役報酬における、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合そのものを方針として定めるものではないが、経営計画に基づいた営業

　　利益を達成し、また、個人業績連動報酬の評価が標準の場合には、割合は概ね６割、３割、１割となる。

　　５）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法

　　　取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で決定し、社内規定として定める。

　　　なお、取締役報酬のうち個人業績連動報酬は、取締役会で決定した社内規定に従い、委任を受けた社長が個人別に評価の上、決定する。

　　取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、個人別評価に連動した報酬額を社内規定にてあらかじめ定めるとともに、その

　　内容の報告を受けることとする。

　

【社外取締役のサポート体制】

　監査等委員である社外取締役が所属する監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ、専
任のスタッフ１名以上を配置することとしており、この報告書提出日現在においては、３名を配置しています。



　また、取締役会当日に活発な議論がなされるよう、社外も含む取締役全員に事前に資料を配布し、十分な検討時間を確保しているほか、社外取
締役に対し、原則としてすべての案件の事前説明を実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

吉髙 紳介 名誉顧問

・現経営陣の要請に応じた助言

・顧客等取引先との関係維持、業
界団体等での活動等、対外活動

非常勤・報酬無 2021/3/31 定めあり

山本　学 特別顧問

・現経営陣の要請に応じた助言

・顧客等取引先との関係維持、業
界団体等での活動等、対外活動

非常勤・報酬有 2025/3/31 定めあり

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

・名誉顧問および特別顧問は経営上のいかなる意思決定にも関与しておりません。

・会長・社長退任者に関する規定は、社外取締役を委員の過半数とする、指名・報酬等諮問委員会への諮問、助言を経て決定しております。

・当社は、2021年2月開催の指名・報酬等諮問委員会への諮問、助言を経て、2021年4月1日付にて相談役の廃止を決定いたしました。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社における業務執行、監査・監督の方法などガバナンス機構に対する現状の体制は、取締役会、監査等委員会、内部統制部や法務部等の内
部監査部門・内部統制部門が連携を図る形となっております。

　当該体制において監督、業務執行および監査の各機能の役割は下記の各項目のとおりとなっております。

1．監督機能（取締役、社外取締役、取締役会）

　この報告書提出日現在において、取締役は９名（うち、社外取締役４名）を選任しております。

　コーポレート・ガバナンスの強化のため、取締役における役位（専務・常務等）はこれを原則として廃止し、対等な立場で業務執行を監視・監督す
ることに注力しております。

　社外取締役４名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点から経営全般に対
して提言を行い、取締役会における監督機能をいっそう充実させることをその役割として期待し、選任しております。

　また、当社は社外取締役４名との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、500万円以上で予め定め
た金額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度額とする、責任限定契約を締結いたします。

　取締役会は、毎月１回開催しており、法令、定款および取締役会規定に基づき、業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役お
よび執行役員の業務執行を監督しております。

　指名・報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意見や助言を受けることで、透明性と客観性
のある経営判断につなげるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の過半数かつ委員長とする、指名・報酬等諮問委員会を設置して
おります。

2．業務執行機能（執行役員制度、委員会・審議会等）

　コーポレート・ガバナンスの強化のため、従来、取締役が担っていた業務執行のための権限と役位を執行役員側に移し、業務執行とその監視・
監督機能を明確に切り分けることを目的として、執行役員制度を導入しております。

　この報告書提出日現在において、執行役員は20名（うち、取締役兼務３名）を選任しており、取締役会において、その業務執行の状況を報告し、
取締役による監視・監督を受けております。

　取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も
参加し討議を行うことで、経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図っております。また、予算編成、設備投資等の重要個別案件につい
ては、機能別の委員会、審議会等を設置し、専門的かつ効率的な審議を行っております。

3．監査機能（監査等委員会、内部統制部、会計監査）

　この報告書提出日現在において、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役は４名（うち、社外取締役３名）を選任しております。

　監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、取締役からの報告聴取、重要書類の閲覧等
により業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行います。

　監査等委員である社外取締役3名は、いずれも独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点を監査体制に活かしていただくこ
とをその役割として期待し、選任しております。 　

　監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を監査します。また、業務執行の状況を聴取すべく、部門報告会を随時
開催いたします。

　監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置しており、専任のスタッフ１名以上を配置することとしており、この報告書提出日現
在においては、３名を配置しています。



　監査等委員会は、2025年度の監査活動を振り返り、次年度の監査計画への反映、及び監査品質の向上等を目的に、前年度に引き続き実効性
評価を実施しました。

　評価にあたっては、監査等委員会の構成、運営、監査活動、内部統制部門・会計監査人等との連携の5つの切り口から、計20項目について評価
を行いました。

　その結果、大半の評価項目において、「適切」または「おおむね適切」との評価となり、2025年度における当委員会の実効性は概ね確保されてい
ると判断しました。

　委員会の構成面においては、専門性および社内外のバランスが確保されており、様々な視点からの議論が可能な体制が整備されていることを
確認しました。また、委員会運営については、形式的な議論にとどまらず、自由闊達かつ実質的な意見交換が行われている状況にあります。さら
に、監査活動においては、監査計画に基づき、部門、事業所および国内外関係会社に対する監査が適切な頻度および深度で実施されており、内
部統制システムの運用状況についても確認がなされています。加えて、内部統制部門および会計監査人との連携についても、必要な情報共有が
確保されており、総じて良好な関係が維持されていることを確認しました。

　一方で、グループ会社の監査役等との連携については、グループ監査役等連絡会を通じて情報の共有や意見交換を実施した結果、各社の監査
体制や実施手続きに関しては、改善の余地が認められることから、グループ監査役監査の実効性向上を目的とした改善案を取締役会に対して提
言しました。

　当監査等委員会は、引き続き、内部統制部門、会計監査人およびグループ各社の監査役等と緊密に連携しながら、監査の実効性向上およびグ
ループ全体のガバナンス強化に努めてまいります。

　

　内部監査について、専任部署として内部統制部を設置し、スタッフ17名を配置し、包括的な内部監査を実施しております。

　

　会計監査については、ＥＹ新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しており、その継続監査期間は47年間となります。（調査が著しく困
難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。）また、当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士６名、その他20名
で構成されております。

　指定有限責任社員：公認会計士　丸山　高雄

　指定有限責任社員：公認会計士　川岸　貴浩

　指定有限責任社員：公認会計士　中野　裕基

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社における業務執行、監査・監督の方法などガバナンス機構に対する現状の体制は、上記2．に記載のとおりとなっております。

　当該体制において監督、業務執行および監査の各機能の役割は上記2．記載の各項目のとおりであり、当社は、当該体制が当該役割を果たす
ために最適なものであり、株主・投資者等からの信認を確保していくうえでふさわしいものであると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 　定時株主総会開催日の3週間前を目途として発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定
　定時株主総会を早期に開催することに留意しております。その結果、開催日が集中日か
ら外れることとなっております。

電磁的方法による議決権の行使
　2007年3月期にかかる定時株主総会から、パソコン等を利用したインターネット等による
議決権行使方法を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　2007年3月期にかかる定時株主総会から、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議
決権電子行使プラットフォーム（東証プラットフォーム）を採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供
　2014年3月期にかかる定時株主総会から、招集通知（全文・ウェブ開示事項を含む）の
英訳版を作成し、提供をしております。

その他
　電子提供措置として、東京証券取引所のウェブサイト（東証上場会社情報サービス）と
当社ウェブサイトに株主総会資料を掲載している他、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資
家向け閲覧サイト（アローフォース）にも掲載しております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　「デンカグループ・ディスクロージャーポリシー」として作成し、当社ウェブサイ
トにて公表しております。

　https://www.denka.co.jp/ir/disclosure_policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　年1回、対面・オンラインのハイブリッド形式で経営計画や事業概要の説明会
を行っております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　四半期ごとに実施しております。説明内容については、開催後、当社ウェブ
サイトにて配信しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 　年2回、北米・欧州・アジア等を中心に機関投資家訪問を行っております。 あり

IR資料のホームページ掲載
　掲載資料は以下のとおりです。

　招集通知、報告書（旧：株主通信）、有価証券報告書、決算短信、決算概要、
四半期報告書および決算説明会資料

IRに関する部署（担当者）の設置 コーポレートコミュニケーション部を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　デンカグループ企業倫理ポリシーにおいて定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
　ＣＳＲ活動にいっそう積極的に取り組むため、統合報告書「デンカレポート」を年1回発行
し、当社ウェブサイトに掲載しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社取締役会は、法令、定款および取締役会規定に基づき業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役および執行役員の

業務執行を監督する。

　業務執行取締役および執行役員は、社長の統括の下、各担当業務を執行するとともに、所管する担当業務部門における従業員の業務執行

を監督する。

　監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、取締役からの報告聴取、重要書類の

閲覧等により調査をおこない、独立した立場から取締役の業務執行の監査をおこなう。

　当社は、当社および子会社のすべての役員・従業員の法令遵守に関する行動指針として「デンカグループ企業倫理ポリシー」を定め、

社規社則により具体的な法令・定款への適合を確保する。

　反社会的勢力に対しては、「デンカグループ企業倫理ポリシー」の定めに則り、毅然と対応し、利益供与をおこなってはならないことを基本方針

として、社内体制を整備する。

　内部監査については、専任部署として内部統制部を設置し、包括的な内部監査を実施するとともに、専門的、個別的領域については、

機能別に所管各部門および各種委員会が規定類遵守の教育ならびに遵守状況の監査をおこない、必要に応じ担当役員に報告をおこなう。

　また、内部統制部は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制報告書」の作成を目的とした、内部統制の整備・運用状況の

検討・評価をおこない、その結果を担当役員に報告する。

　上記各部門による内部監査を補完し、違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、取締役の職務の執行に係る情報を取締役会規定、職務基準書等の社内規定に基づき作成し、文書保存規定に基づき保存、

管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、企業活動に対し重大な影響を及ぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」を定め対応方針を規定する。

　環境、安全衛生、品質管理といった項目については、組織横断的な委員会を組織し包括的に危険の管理をおこない、部門に固有の項目に

ついては該当部門の責任において管理をおこなう。



４．取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

　当社は、取締役会における経営の意思決定機能の最適化を図り、また、業務執行とその監督の分離を進め、それぞれの機能を強化するため、

執行役員制度を採用する。

　意思決定機関としての取締役会とは別に、取締役(監査等委員である取締役を含む。)および執行役員の一部を構成メンバーとする

経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も参加し討議をおこなうことで経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図る。

　予算編成、設備投資等の重要個別案件については、機能別の審議会、委員会等を設置し、専門的かつ効率的な審議をおこなう。

　職務基準書において、取締役、執行役員および従業員の基本任務、決裁権限を規定し、職務の執行の効率化を図る。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社の管理については、各子会社を所管する部門を定め、当該部門が責任をもって総括的管理をおこなうとともに、各子会社の

実情に応じた指導・管理・監督をおこなう。

　各子会社の定常業務については、各社の自主性、独立性を尊重し自律的な活動を前提とするが、法令、社会規範の遵守については

「デンカグループ企業倫理ポリシー」等必要な規則を適用し、教育と監督をおこなう。

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制

　当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣し、当社取締役会等においてその子会社における重要な事項に

ついて情報交換・協議する。

　子会社は、その業務執行のうち、当社グループ全体に及ぼす影響の度合い等を勘案し重要性の高いものについては「関係会社管理職務

基準書」に基づき、所管する部門を通じて親会社である当社に事前に報告する。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、子会社の企業活動に対し重大な影響を及ぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」に準じ、対応する。

　子会社の環境、安全衛生、品質管理といった項目については、その子会社を所管する部門から派遣された取締役等が、専門の所管各部門とも

協議し助言・指導をおこなう。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

　当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣することにより、当社と子会社との情報共有をはかり、当社グループ

全体で組織的・効率的に事業を遂行する。

　子会社に対してはその重要性の度合いにより、必要に応じて共通の会計システムの導入や管理部門のリソースの提供等をおこない、子会社業
務の

効率化を図る。

ニ．子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、子会社を含む当社グループを適用対象とした「デンカグループ企業倫理ポリシー」を定め、子会社のすべての役員・従業員に対し法令
遵守を促すとともに、「関係会社管理職務基準書」に基づき、子会社の管理を実施する。

　子会社に対する内部監査については、当社の内部統制部を主管として、必要に応じて当社の法務部の支援を得て、適時、実施する。

　また、子会社における違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項、ならびに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）らの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ、１名以上の専任従業員を配置す
る。監査等委員会室は、監査等委員会の事務局となり監査等委員会から直接指揮命令を受ける。

　監査等委員会室に所属する従業員の人事考課およびその他の人事に関する事項の決定については、 監査等委員会と事前協議のうえ、実施す

る。

７．当社および子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）および使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査
等委員会への報告に関する体制、監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社および子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および従業員は、部門ごとまたは子会社ごとに監査等委員会
の指示・求めに従い、定期的または必要に応じて担当業務の報告をおこなうとともに、当社グループに著しい損害を及ぼした事実または及ぼすお
それのある事実を発見した場合は、直接または指揮命令系統もしくは内部通報制度により間接的に当社の監査等委員会に直ちに報告する。

　内部統制部は、当社および子会社に対して実施した内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告する。

　当社および子会社のすべての役員・従業員から違反行為を通報するための制度として内部通報制度を設け、監査等委員会室をその通報窓口
の一つとして定め、監査等委員会室等に通報があった場合はその内容を監査等委員会に報告する。

　内部通報制度等により違反行為を通報した者に対してその通報により不利な処遇を受けることはない旨、「デンカグループ企業倫理ポリシー」に
定める。

８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するた
めの体制

　取締役は、監査等委員の職務の執行に支障がないよう、必要な予算を確保するとともに、監査等委員から会社法 399 条の２第４項に基づく請求

があったときは、当該請求にかかる費用または債務が当該監査等委員の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを速やかに支払う。

　内部統制部等の内部監査部門は、監査等委員会による監査と連携し、相互の業務が効率的におこなわれるよう協力する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は「デンカグループ企業倫理ポリシー」において、当社および当社グループ企業の全役職員が、国内外の法令・社内規定を遵守すること、社
会規範や倫理に反する行動をとらないことを明示するとともに、反社会的勢力に対しては、毅然と対応し、利益供与をおこなってはならないと規定
し、これを反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方としております。

　この基本的な考え方に基づき、当社は、対応統括部署を総務部とし、反社会的勢力に関する情報について、警察や弁護士等の外部の専門機関
と情報交換や相談等を実施し、また、全役職員を対象とした社内講習会を開催する等、反社会的勢力排除に向けた社内体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役会において、「株式会社の支配に関する基本方針」を決定しております。

【株式会社の支配に関する基本方針】

　当社は、2023年度より、新しいビジョンと2030年度までの8ヵ年の経営計画「Mission 2030」のもと、人財・経営価値を高め、スペシャリティ、メガトレ

ンド、サステナビリティの3要素をそなえた事業価値創造に集中するとともに、2030年度の具体的な財務・非財務目標を設定し、その達成に注力す
ることで、中長期的な観点から当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるよう努めております。

　当社は、いわゆる買収防衛策は定めておりませんが、当社の企業価値を毀損するおそれのある大量買付けや、これに応じるか否かを判断する
ために株主の皆様に十分な情報と時間が提供されない大量買付けなどについては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損ねることのな
いよう、法令等、金融商品取引所の規則などが認める範囲内において適切に対応してまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社における「内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制」の社内体制図は、別添３のとおりです。

【適時開示体制の概要】

　当社では、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うために、「金融商品取引法」および社内規定「内部情報管理および内部者取引（インサイ

ダー取引）防止規定」に基づき、次のような体制をとっております。

1．決定事実・決算情報

　決定事実の情報の集約・内部情報管理は、総務部長、経理部長、財務戦略部長、コーポレートコミュニケーション部長にておこない、重要性の判
断および適時開示情報に該当するかの判断を、総務部と経理部および財務戦略部を中心に経営企画部、法務部、コーポレートコミュニケーション
部および当該案件の担当部門にて協議します。代表取締役への報告後、取締役会の承認を得て、情報取扱責任者から遅滞なく当該事実の開示
をおこないます。

　決算情報については、経理部から代表取締役に報告し、取締役会での承認後、情報取扱責任者から遅滞なく当該情報の開示をおこないます。

2．発生事実

　発生事実は、発生後、当該事実の発生した担当部門から速やかに総務部、経理部、財務戦略部およびコーポレートコミュニケーション部を中心
に情報が集約され、必要に応じ、上記決定事実と同様に、経営企画部、法務部、コーポレートコミュニケーション部および当該担当部門にて協議し
ます。代表取締役への報告後、情報取扱責任者から遅滞なく当該事実の開示をおこないます。

　当社における「適時開示体制」の社内体制図は、別添４のとおりです。



（別添１） 

「デンカグループ ESG 基本方針」 
2025 年７月 14 日 改定 

 デンカグループは、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公

正・適切な処遇、関係法令の遵守、顧客・取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナ

ビリティ（中長期的な持続性）を巡る課題を、企業存続を左右する重要課題と認識して積極的・能動的に取り組み

ます。 

さらに、中長期的な企業価値向上の観点から、持続可能な社会の実現と人類共通の課題解決に向けて、ビジネス

パートナー、サプライチェーンの皆さまとともに国連が提唱する持続的開発目標 SDGs に取り組み、化学のモノづく

り企業としてのイノベーションとソリューションの提供を通じて、社会に貢献する企業であることを目指します。 

デンカの未来像を表し、全従業員の活動の根幹となるビジョン（コアバリュー、パーパス、ミッション）の下、

デンカグループは、グループ全体の事業活動の ESG（環境・社会・ガバナンス）における基本的な方針として「デン

カグループ ESG 基本方針」を掲げ、各原則の遵守に努めるとともに、高い倫理観に基づく実効性のあるコーポレー

トガバナンスの構築を通じて、企業価値の向上を図ります。 

本基本方針は、当社が会員として加盟する一般社団法人 日本経済団体連合会の「企業行動憲章」を参考として策

定しております。 

社会情勢の変化や多様化する社会的課題に的確に対応すべく、当社は本方針の内容について、適時適切な見直し

を行ってまいります。 

※ カテゴリーの説明：E（環境：Environment）、S（社会：Social）、G（ガバナンス：Governance） 

E 気候変動対策の推進 

デンカグループは、クリーンエネルギーの利用拡大や事業ポートフォリオ

の見直し、CO2 の回収・利用等革新技術の開発・導入に努め、2030 年度ま

でに温室効果ガスの排出量を 2013 年度比 60％削減、2050 年までにネット

ゼロ：カーボンニュートラルの達成を目指します。 

そしてこの取り組みを企業の成長力・競争力につなげるとともに、経済社

会全体の変革となるグリーントランスフォーメーション（GX）実現に貢献

します。 

E 
環境負荷低減と生物多様性の保

全・保護 

デンカグループは、環境負荷低減が企業の存在と活動の必須要件と捉え

て、事業活動による資源の循環的・効率的な利用を促進するとともに、大

気・水・土壌等の環境への負荷を低減し、限りある水資源の利用の抑制・

削減と自然保護と生物多様性の保全を推進します。 

E/S 
持続可能な経済成長と社会的課題

の解決 

デンカグループは、イノベーションを通じて、持続可能な経済成長と社会

的課題の解決につながる製品・サービス・ソリューションを提供します。

バリューチェーン全体の環境負荷低減を目指して、環境貢献製品・技術の

開発、循環型経済の構築に主体的に取り組みます。 

S 人権の尊重 

デンカグループは、強制労働の撤廃、児童労働の実効的廃止、雇用と職場

に関する差別の禁止とハラスメントの排除、労働者の結社の自由と団体交

渉権の承認を含め、グループの事業に関わる全ての人々の人権を尊重する

とともに、適切な人権デュー・ディリジェンスの実施と人権意識の啓発と

向上に努め、企業責任を果たすために行動します。 

S/G 

ダイバーシティ・エクイティ＆イ

ンクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）の推

進と人財育成・働き方改革 

デンカグループは、グループで働く全ての人々の多様性と主体性を認め、

公平性を確保し、その個性を理解し活かしていくとともに、個々の能力を

高める人財育成と固有技術の伝承に努めます。そして、エンゲージメント

向上に資する環境を整備し、一人ひとりの多様な働き方を応援し、仕事と

生活の調和を実現する働き方改革を推進します。 



 

 
 

S 
安全最優先・働きやすい職場づく

り 

デンカグループは、職場の安全衛生と設備の保安防災を、全ての生産に係

る活動の最優先として取り組み、重大事故・災害を起こさず、健康に配慮

し、働きやすく快適な職場環境づくりを推進します。 

S 
良い地域社会形成への参画・貢献

と信頼の醸成 

デンカグループは、良き企業市民として、より良い地域社会形成に積極的

に参画し、その発展に貢献するとともに、地域社会との信頼関係を醸成し

ます。 

S お客様との信頼関係の構築 

デンカグループは、製品・サービス・ソリューションにおいて、全てのお

客様に満足いただけるように、安全で高品質な製品の提供に努めるととも

に、誠実かつ透明性のあるコミュニケーションを通じて、全てのステーク

ホルダーとの信頼関係を築きます。 

G 公正な企業活動 

デンカグループは、グループの事業に関連する関係各国の法令の遵守、公

正で自由な競争、適正な取引、地球環境保全への配慮、児童労働や強制労

働等の人権侵害に関わらない責任ある調達に努めるとともに、政治・行政

との健全な関係を保ちます。サプライチェーンにおいては、パートナーシ

ップ構築宣言に基づき、取引先との共存共栄関係の強化に取り組みます。 

G 
情報開示とステークホルダーとの

建設的な対話 

デンカグループは、財務・非財務情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、

その信頼性を確保するとともに、幅広いステークホルダーとの建設的な対

話に努め、企業価値の向上を図ります。 

G リスクマネジメント 

デンカグループは、企業活動に影響を与えるリスクの把握と重要リスクに

対する対応力の強化を含む戦略的なリスクマネジメントを推進するとと

もに、企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動、テロ、サイバー攻撃、

自然災害などの重大な脅威に対し、組織的な危機管理を徹底します。 

G 
会社の有形・無形資産の保護と管

理・活用 

デンカグループは、有形資産および秘密情報・知的財産等の無形資産が競

争力の淵源であることを認識し、適切な保護と活用に取り組みます。個人

情報を適切に保護・管理し、第三者の正当な知的財産を尊重するとともに、

データの利活用を通じてデジタルトランスフォーメーションを推進しま

す。 

G 
経営トップの役割と本基本方針の

徹底 

デンカグループの経営トップは、本基本方針をグループ内に周知徹底する

とともに、実効あるグループガバナンス体制を構築して、企業価値の向上

に努めます。本基本方針に反して社会からの信頼を失う事態が発生したと

き、グループ経営トップは、率先して問題解決、原因究明、再発防止等を

図り、その責任を果たします。またサプライチェーン関係者にも本基本方

針の精神に基づく行動を求めます。 

 



（別添２）

１．当社の取締役会のスキル・マトリックス 

Ｅ（環境） Ｓ（社会）
G（ガバナン

ス）

今井　俊夫 67 7 M ○ ○ ○ ○ ○ ○

石田　郁雄 社長執行役員 64 3 M ○ ○ ○ ○ ○ ○

林田　りみる 専務執行役員 64 1 M ○ ○ ○

香坂　昌信 常務執行役員 63 1 M ○ ○ ○ ○ ○ ○

中田　るみ子 ○ 70 2 F ○ ○ ○

内田　瑞宏 常勤監査等委員 64 3 M ○ ○ ○ ○ ○

木下　俊男 監査等委員 ○ 77 11 M ○ ○ ○

山本　明夫 監査等委員 ○ 74 11 M ○ ○ ○ ○

的場　美友紀 監査等委員 ○ 52 5 F ○ ○ ○ ○

※　保有する知見・経験の中で、取締役会で特に期待する内容を記載しています。

※　年齢、在任年数は2026年6月19日時点

※   F:Female(女性) M:Male(男性)

（ご参考：取締役を兼務しない常務執行役員のスキル・マトリックス）

原 敬 常務執行役員 60 M 〇 〇 〇 〇 〇 〇

堀内 博人 常務執行役員 59 M 〇 〇 〇 〇

川村 禎生 常務執行役員 61 M 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２．当社取締役会に必要なスキルとその選定理由

取締役

属性 スキル

独立
社外

年齢
在任
年数

ジェンダー
企業経営・
経営企画

人財価値
創造

取締役

グローバル
ビジネス

財務戦略・
会計

法務・
コンプライア

ンス

ＥＳＧ・サスティナビリティ

技術・製造 ＤＸ

代表取締役
会　長
代表取締役
社　長

取締役

事業価値
創造・

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

R＆D
・知財

取締役

取締役

取締役

取締役

スキル

企業経営・
経営企画

人財価値創造 社員一人ひとりが自己実現と成長を実感できる企業を目指し、人財投資と制度改革を実現するためには、人財価値創造に関する豊富な知識・経験を持つ取締役が必要。

デンカのビジョンの実現に向けた、経営計画の策定・レビューと、その計画達成に向けた業務執行状況の監督には、豊富なマネジメント経験・経営実績を持つ取締役が必要。

スキルの選定理由

　デンカのビジョンのもと、2030年度までの8ヵ年の経営計画「Mission 2030」の実現や経営最重要課題（マテリアリティ）を通じたESG経営の推進等に向け、当社の取締役会が重要な意思決定や監督をおこなうために必要と考えるスキルは下記のとおりです。

グローバル
ビジネス

財務戦略・会計

法務
・コンプライアンス

国内外で複雑化する法制度・各種規制に適切に対応し、公正かつ信頼される企業活動を行うためには、法務やコンプライアンス分野で確かな知識・経験を持つ取締役が必要。

正確な財務情報の開示はもとより、事業の選択と集中を進めるとともに、最適資本構成を追求し、収益性と効率性を向上させるには、財務戦略・会計分野における確かな知識・経験を持つ取締役が必要。

世界のメガトレンドを意識し、ビジョンにおけるパーパスである「化学の力で世界をよりよくするスペシャリストになる。」ためには、豊富なグローバルビジネス経験を持つ取締役が必要。

ＥＳＧ・
サステ
ナビリ
ティ

Ｅ（環境）

Ｓ（社会）

G（ガバナンス） 高い倫理観に基づく透明性・公正性を確保したより高度で実効性のあるコーポレートガバナンス体制を構築し、企業としての社会的責任を果たすためには、G（ガバナンス）に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要。

安全で品質の高い製品を提供するとともに、人権の尊重やより良い地域社会形成への参画等を通じて、企業としての社会的責任を果たすためには、S（社会）に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要。

事業を継続するための大前提である、「カーボンニュートラルの実現」、「サステナブルな都市と暮らしの充実」、「環境の保全・環境負荷の最小化」に取り組み、企業としての社会的責任を果たすためには、E（環境）に関する豊富
な知識・経験を持つ取締役が必要。

ＤＸ
プロセス革新によるビジネスモデル・組織変革をすすめるためには、デジタル技術やデータ活用に関する深い知識と豊富な経験を持つと共に、当社の事業・業務内容を理解・分析し自ら変革に繋げる能力を有する取締役が必
要。

経営価値創造におけるプロセス革新による生産性向上や、信頼される製品づくり、安全な職場環境づくりを推進するためには、技術を熟知し、製造現場での豊富な経験と確かな知見を持つ取締役が必要。

ICT & Energy、Healthcare、Sustainable Living の 3 つの事業領域で、事業価値を創造するためには、イノベーション推進の実績に加え、科学技術分野への造詣が深く保有の技術や知的財産に精通した経験が豊かな取締役が
必要。

ICT & Energy、Healthcare、Sustainable Living の 3 つの事業領域において、スペシャリティ、メガトレンド、サステナビリティの3要素をそなえた「3 つ星事業」を 100％にし、「3つ星事業」への転換が困難な事業の売却・撤退を含
め、ポートフォリオ変革を進めるためには、幅広い視野を元にした深い市場洞察力や豊富な事業経験を持つ取締役が必要。

事業価値創造・
マーケティング

Ｒ＆Ｄ・知財

技術・製造



（別添３）内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制の社内体制図
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（別添４）適時開示体制の社内体制図

各事業部門部長、各管理部門部長、各事業所長、グループ各社責任者

＜決定事実・決算情報＞ ＜発生事実＞

（全社の情報集約と管理）
総務部長、経理部長、財務戦略部長、コーポレートコミュニケーション部長

（重要性および適時開示の検討）
総務部長、経理部長、財務戦略部長、経営企画部長、法務部長、コーポレートコミュニケーション部長

および各担当役員、
各案件関係部門長ならびに当該担当役員 など

代表取締役
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東京証券取引所
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